
法人の実質的支配者情報の把握に関する現状 資料１－４

すでに設立済み
288万 法人

（以下を参考に内閣府規制改革推進室が作成）
法務省 令和４年登記統計、国税庁 令和３年統計年鑑、内閣府 令和３年「公益法人の概況及び公益認定等委員会の活動報告」

合名会社、合資会社および合同会社
（公証人による定款認証は不要）

約４万（年間）株式会社、一般社団・財団法人 約10万（年間）法人設立時

公証人による定款認証（面前確認）が必要。
実質的支配者に関する情報 についても申告する

（一般社団・財団法人等を含む）

○公証人による実質的支配者に関する情報の取得は、設立時の情報に限られているため、
把握できているのは、実質的に全体の３％程度。
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